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【原審査の結果 (査 定分)を 医療機関に通知する例】
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【原 審 査 の 結 果 (返 戻分)を 医療機関 に通知す る例】
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【原審査の結果を保険者に通知する例】
官
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顔諄|■応 :謂 晩 100000-00-0000 ～ 浦 l oot 80● 00o
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(2)内痔核
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査 定 記 号

区分 査定記号 文言 区分における概念

審
査
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
医
学
的
な
理
由
に
基
づ
く
査
定

A
療養担当規則等に
照らし、医学的に
適応と認められな
いもの。

療養担当規則等に照らし、傷
病名から判断して、使用薬剤
の効能、効果、もしくは診療
行為に医学的有効性が認めら
れないもの。

B
療養担当規則等に

照らし、医学的に
過剰 と認められる
もの。

療養担当規員」等に照らし、診
療内容を通覧して、薬剤の投
与量、投与日数が医学的に過
量であるもの、もしくは診療
行為が医学的に過剰であるも
θ)。

.c 療養担当規則等に
照らし、重複と認
められるもの。

療養担当規則等に照らし、重
複と認められるものL

告
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・
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づ
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査
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D

前各号の外不適当
(疑義解釈通知等

に照 らして不適当
なものを含む。 )

又は不必要 と認め

られるもの。

告示・通知に示された算定要
件にt診療行為が合致しない

もの。
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【再審査の結果を保険者に通知する例】
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平成22年 4月 分 再審査決定通知書

保険者名 ■■■

別紙のとおり決定 (調整)|ヽたしました。

平成22年 5月 25日 提出

所 在 地 ・ 名  称被 保 険 者 名 明 細 書 点 数
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審査申出区分 :医療的

保険者番号 :一
枝保険者氏名 :●■■口■■

一連番号 :  〕

PACE:    1/   1

H813-002135
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原審理由(診療内容分)

コード 画面表示 内容

1 薬効通り 当骸薬剤は薬効上認められています。

2 用法用量 当該薬剤は「用法・用量Jからみて過剰とは認められません。

3 診療通覧 診療内容を通覧して過剰とは認められません。

4 傷病妥当 傷病名に対する一般症状を勘案して妥当と認められます。

5 検査妥当 当該検査は初診時、入院時、又は術前検査として妥当です。

＾

ｈ

〉

′

診断確定 本例の診断名を確定するためには、通常必要な検査です。

経過観察 本例の症状経過を観察するためには、通常必要な検査です。

8 部位範囲 傷病名及び患部の範囲等から判断して(処置。理学療法)の点数は妥当です。

9 回数妥当 傷病名から判断して(処置。理学療法)の回数が過剰とは認められません。

10 治療材料 特定治療材料に該当します。

診療他 診療その他 (

21 通知確認 通知等を確認のうえt申 し出願います。

22 期限経過 再審査の申し出期限が過ぎています。

23 内容不明 申し出内容が不明ですので確認願います。

24 参考添付 参考分を添付の上申し出願います:

25 事務他 事務その他 (

30 重複請求 重複請求の申し出については月分、医療機関名等を確認願います。
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国保

【再審査の結果(査定分)を医療機関に通知する例】

データコード:

御中

医療機関送付用

保険者請求

翻 名より

超音波検査 (断層撮影法)仙 腹部 )

231-90001581
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【再審査の結果(原審どおり)を医療機関に通知する例】

“

データコー ド :

国保

医療機関等コー ド 診療科

厳 御中

151‐ 90001298

医療機関からの再審査申出

凛野π7翌1雹魂性鯖1亀

｀
こ量屡〔電1lL翼コユ姦1へぉ願いいたします。

慧嚢豫:bこ三ニニユニ塁ユニ盆暑碁塁負長蜃最烹alt:1軍「 [[じliこ■
=春
査‖求に係る医科。調剤についての問い合わせは°

蓑撃纂墓甚穎 薫正電鷲篠基掬審査■歯科係へお願いいたしまれ

医療機関送付用




